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福島市広告入り窓口用封筒の寄附に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が使用する広告入り窓口用封筒(以下「窓口用封筒」という。)の寄附に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

 （掲載する広告の範囲） 

第２条 次の各号に基づき別に定める基準に該当する広告は、掲載しない。 

 (1) 公序良俗に反し、または反するおそれがあるもの 

 (2) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的な宣伝及び人材募集に係るもの 

 (3) 広告の対象となるものを市が推薦しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの 

 (4) 誇大表示、不当表示など表現が不適切なもの 

 (5) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの 

２ 窓口用封筒に広告を掲載できる者(以下「広告主」という。)の範囲は次のとおりとする。 

 (1) 国、地方公共団体の機関及びこれらに類するもの 

 (2) 財団法人、社会福祉法人などの公益法人 

 (3) 市内に本社または事務所若しくは営業所が存在する会社法人等 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告主として適当と認めるもの 

 

 （寄附希望者の募集） 

第３条 窓口用封筒の寄附を希望する者(以下「寄附希望者」という。)の募集は、公募によるものとす

る。 

２ 前項の公募は、市ホームページ、市政だより及びその他市長が必要と判断した方法により行う。 

３ 募集期間、その他募集について必要な事項については、別に定める。 

 

 （寄附の申込み） 

第４条 寄附希望者は、福島市広告入り窓口用封筒寄附申込書に必要事項を記入のうえ関係書類を

添えて、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。なお、申込書の様式及び関係書類

については、別に定める。 

 

 （寄附受納の決定） 

第５条 市長は、前条の規定により寄附の申込みを受けたときは、提出書類等に基づき総合的に評価

し受納の可否を決定するものとする。 

２ 公募要件を満たす寄附希望者が複数ある場合、別途定める「福島市広告入り窓口用封筒の寄附受

納の決定に係る評価基準」を基に審査を行い、最も評価の高い希望者に決定するものとする。 

３ 市長は、寄附を受納することを決定したときは広告入り窓口用封筒寄附受納通知書(様式第１号)

により、受納しないことを決定したときは広告入り窓口用封筒寄附受納辞退通知書(様式第２号)によ

り寄附希望者に通知するものとする。 

 

 （協定書の締結） 

第６条 市長は、寄附受納の決定を受けた者(以下「寄附決定者」という。)と広告入り窓口用封筒の製

作及び寄附に関する協定書を締結するものとする。 

 

 （窓口用封筒の製作上の注意事項） 

第７条 寄附決定者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、市が広告主であるような誤

解を受けることのないように配慮しなければならない。 
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２ 寄附決定者は、広告主、広告内容、色、形状等の窓口用封筒の仕様について、事前に市長と協議し、

市長の承諾を受けた後に製作しなければならない。 

３ 市長は、前項の承諾を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。 

４ 広告の掲載部分は、窓口用封筒の表面及び裏面それぞれの下部４０パーセント未満とする。 

５ 市の掲載内容は、市の名称、所在地、市章その他市長が指示する事項とする。 

 

 （広告内容等の変更） 

第８条 市長は、広告の内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの

要綱に違反していると判断したときは、寄附決定者に対して、広告の内容等の変更を求めることが

できる。 

 

 （経費の負担等） 

第９条 窓口用封筒の製作に要する費用は、すべて寄附決定者の負担とする。 

 

 （窓口用封筒の使用期間及び場所） 

第１０条 窓口用封筒の使用期間は１年間とし、市長が別に定める。ただし、寄附決定者と協議の上、

使用期間を変更することができる。 

２ 市長は、寄付決定者と協議の上、当初の使用期間から１年間を限度として使用期間を延長できる

ものとする。 

３ 窓口用封筒は、市長が指定する場所において使用するものとする。 

 

 （寄附の取下げ） 

第１１条 寄附決定者は、自己の都合により窓口用封筒の寄附を取り下げることができるものとする。 

２ 寄附決定者は、前項の規定により寄附を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければな

らない。 

 

 （代替品の納品） 

第１２条 前条の規定により、寄附決定者が使用期間中において窓口用封筒の寄附を取り下げるとき

は、代替品を速やかに納品しなければならない。 

 

 （問題発生時の対応） 

第１３条 寄附決定者は、窓口用封筒の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合

は、すべての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。 

 

 （使用の中止） 

第１４条 市長は、寄附を受けた窓口用封筒が本市が使用するものとして適当でないと認めるときは、

当該窓口用封筒の使用を中止することができる。 

 

 （審査機関） 

第１５条 窓口用封筒の寄附受納の可否並びに広告主及び広告内容に関する疑義を審査するため、

福島市広告入り窓口用封筒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 

２ 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

 (1)市民・文化スポーツ部次長 

 (２)財務部市民税課長 

 (３)市民・文化スポーツ部市民課長 

 (４)市民・文化スポーツ部国保年金課長 

 (5)その他委員長が必要と認める者 
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３ 審査委員会の委員長は、市民・文化スポーツ部次長とし、委員長に事故があるときまたは委員長

が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。 

 

 （庶務） 

第１６条 審査委員会の庶務は、市民・文化スポーツ部市民課において処理する。 

 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、広告入り窓口用封筒の寄附に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年 ２月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１２月１４日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和 ５年１１月１４日から施行する。 

 

     附 則 

 この要綱は、令和 ７年１２月 ２日から施行する。 


